
 

○
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た

め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
に
規
定
す
る
所
得
税

法
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
に
定
め
る
金
額
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
額
の
計
算
を
勘
案
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
表
を

定
め
る
件 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日 

財

務

省

告

示

第

百

十

五

号 

 

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の

確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
に
規
定
す
る
所
得
税
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
に
定
め
る
金
額
及

び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
計
算
を
勘
案
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
表
を
次
の
よ
う

に
定
め
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
う
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
等
に

つ
い
て
適
用
す
る
。 

１ 

こ
の
告
示
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
及
び
所
得
税
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
。 

２ 

居
住
者
に
対
し
て
支
払
う
べ
き
次
項
に
規
定
す
る
賞
与
以
外
の
給
与
等
に
つ
い

て
法
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
徴
収

す
べ
き
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
給
与
等

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
税
額
と
す
る
。 

一 

所
得
税
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
給
与
等 

次
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
の
給
与
等
の
金
額
（
ロ
、
ハ
、
ニ
又
は
ヘ
に
掲
げ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
金
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
金
額
、
当
該
金
額
の

三
倍
に
相
当
す
る
金
額
、
給
与
等
の
同
号
に
規
定
す
る
月
割
額
（
次
号
に
お
い
て

「
月
割
額
」
と
い
う
。
）
又
は
給
与
等
の
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
日
割
額
（
次

号
に
お
い
て
「
日
割
額
」
と
い
う
。
）
）
並
び
に
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申

告
書
に
記
載
さ
れ
た
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
主
た
る
給
与
等
に
係
る
源
泉
控

除
対
象
配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
次
項
に
お
い
て
「
主
た
る
給
与
等
に

係
る
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
」
と
い
う
。
）
の
有
無
及

び
そ
の
数
に
応
ず
る
次
に
定
め
る
税
額 

イ 

給
与
等
の
支
給
期
が
毎
月
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合 

別
表
第
一
の
甲
欄

に
掲
げ
る
税
額 

ロ 

給
与
等
の
支
給
期
が
毎
半
月
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合 

別
表
第
一
の
甲

欄
に
掲
げ
る
税
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
税
額 

ハ 

給
与
等
の
支
給
期
が
毎
旬
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合 

別
表
第
一
の
甲
欄

に
掲
げ
る
税
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
税
額 

ニ 

給
与
等
の
支
給
期
が
月
の
整
数
倍
の
期
間
ご
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

あ
別
表
第
一
の
甲
欄
に
掲
げ
る
税
額
に
当
該
倍
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

に
相
当
す
る
税
額 

ホ 

給
与
等
の
支
給
期
が
毎
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合 

別
表
第
二
の
甲
欄

に
掲
げ
る
税
額 

ヘ 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

別
表
第
二
の
甲
欄
に
掲
げ

る
税
額
に
そ
の
支
給
日
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
税
額 

二 

所
得
税
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
給
与
等 

次
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
の
給
与
等
の
金
額
（
ロ
、
ハ
、
ニ
又
は
ヘ
に
掲
げ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
金
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
金
額
、
当
該
金
額
の

三
倍
に
相
当
す
る
金
額
、
給
与
等
の
月
割
額
又
は
給
与
等
の
日
割
額
）
、
従
た
る

給
与
に
つ
い
て
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
の
提
出
の
有
無
並
び
に
当
該
申
告
書
に

記
載
さ
れ
た
同
法
第
百
九
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
源
泉
控
除
対
象

配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
当
該
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
控
除
対
象

扶
養
親
族
が
同
条
第
四
項
の
記
載
が
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
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す
る
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
さ
れ
た
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
控
除
対
象

扶
養
親
族
に
限
る
。
）
の
数
に
応
ず
る
次
に
定
め
る
税
額 

イ 
給
与
等
の
支
給
期
が
毎
月
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合 

別
表
第
一
の
乙
欄

に
掲
げ
る
税
額 

ロ 

給
与
等
の
支
給
期
が
毎
半
月
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合 

別
表
第
一
の
乙

欄
に
掲
げ
る
税
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
税
額 

ハ 

給
与
等
の
支
給
期
が
毎
旬
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合 

別
表
第
一
の
乙
欄

に
掲
げ
る
税
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
税
額 

ニ 

給
与
等
の
支
給
期
が
月
の
整
数
倍
の
期
間
ご
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

あ
別
表
第
一
の
乙
欄
に
掲
げ
る
税
額
に
当
該
倍
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

に
相
当
す
る
税
額 

ホ 

給
与
等
の
支
給
期
が
毎
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合 

別
表
第
二
の
乙
欄

に
掲
げ
る
税
額 

ヘ 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 
別
表
第
二
の
乙
欄
に
掲
げ

る
税
額
に
そ
の
支
給
日
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
税
額 

三 

所
得
税
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
給
与
等 

そ
の
給
与
等

の
金
額
に
応
じ
、
別
表
第
二
の
丙
欄
に
掲
げ
る
税
額 

３ 

居
住
者
に
対
し
て
支
払
う
べ
き
賞
与
（
賞
与
の
性
質
を
有
す
る
給
与
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
法
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
所
得
税
の
額
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
税
額
と
す

る
。 

一 

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

次
に
掲
げ
る
賞
与
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
税
額 

イ 

所
得
税
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
賞
与 

次
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
税
額 

⑴ 

所
得
税
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
場
合 

前
月
中

に
支
払
っ
た
、
又
は
支
払
う
べ
き
通
常
の
給
与
等
の
金
額
（
同
号
イ
に
規
定

す
る
通
常
の
給
与
等
の
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
主
た
る
給
与
等
に
係

る
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
そ
の
数

に
応
じ
別
表
第
三
の
甲
欄
に
よ
り
求
め
た
率
を
そ
の
賞
与
の
金
額
に
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
税
額 

⑵ 

所
得
税
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合 

そ
の
賞

与
の
金
額
の
六
分
の
一
（
当
該
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
が
六
月

を
超
え
る
場
合
に
は
、
十
二
分
の
一
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

相
当
す
る
金
額
並
び
に
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
に
記
載
さ
れ

た
主
た
る
給
与
等
に
係
る
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親

族
の
有
無
及
び
そ
の
数
に
応
ず
る
別
表
第
一
の
甲
欄
に
掲
げ
る
税
額
に
六

（
当
該
賞
与
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
が
六
月
を
超
え
る
場

合
に
は
、
十
二
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金

額
に
相
当
す
る
税
額 

ロ 

所
得
税
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
賞
与 

次
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
税
額 

⑴ 

所
得
税
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
場
合 

前
月
中

に
支
払
っ
た
、
又
は
支
払
う
べ
き
通
常
の
給
与
等
の
金
額
に
応
じ
別
表
第
三

の
乙
欄
に
よ
り
求
め
た
率
を
そ
の
賞
与
の
金
額
に
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

に
相
当
す
る
税
額 

⑵ 

所
得
税
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合 

そ
の
賞

与
の
金
額
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
に
応
ず
る
別
表
第
一
の
乙
欄
に

掲
げ
る
税
額
に
六
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
税
額 

二 

賞
与
の
支
払
者
が
そ
の
支
払
を
受
け
る
居
住
者
に
対
し
前
月
中
に
支
払
っ
た
、

又
は
支
払
う
べ
き
所
得
税
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
通

常
の
給
与
等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
賞
与
の
金
額
が
前
月
中
に
支
払
っ
た
、
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又
は
支
払
う
べ
き
通
常
の
給
与
等
の
金
額
の
十
倍
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る

場
合 

次
に
掲
げ
る
賞
与
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
税
額 

イ 
所
得
税
法
第
百
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
賞
与 

そ
の
賞
与
の

金
額
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
と
当
該
通
常
の
給
与
等
の
金
額
と
の
合

計
額
並
び
に
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
主
た
る
給

与
等
に
係
る
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び

そ
の
数
に
応
ず
る
別
表
第
一
の
甲
欄
に
掲
げ
る
税
額
と
当
該
通
常
の
給
与
等

の
金
額
並
び
に
当
該
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
主
た
る
給
与
等
に
係
る
源
泉
控

除
対
象
配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
そ
の
数
に
応
ず
る
別

表
第
一
の
甲
欄
に
掲
げ
る
税
額
と
の
差
額
に
六
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に

相
当
す
る
税
額 

ロ 

所
得
税
法
第
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
賞
与 

そ
の
賞
与
の

金
額
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
と
当
該
通
常
の
給
与
等
の
金
額
と
の
合

計
額
に
応
ず
る
別
表
第
一
の
乙
欄
に
掲
げ
る
税
額
と
当
該
通
常
の
給
与
等
の

金
額
に
応
ず
る
別
表
第
一
の
乙
欄
に
掲
げ
る
税
額
と
の
差
額
に
六
を
乗
じ
て

計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
税
額 

４ 

給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
を
提
出
し
た
居
住
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
対
象
居
住
者
」
と
い
う
。
）
の
当
該
申
告
書
に
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
で
あ
る

旨
の
記
載
が
さ
れ
た
配
偶
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
配
偶
者
」
と
い
う
。
）

が
、
当
該
対
象
居
住
者
を
、
当
該
対
象
配
偶
者
の
提
出
し
た
給
与
所
得
者
の
扶
養
控

除
等
申
告
書
若
し
く
は
従
た
る
給
与
に
つ
い
て
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
又
は
公
的

年
金
等
の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者

と
し
て
所
得
税
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
若
し
く
は
第

百
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
百
三
条
の
三
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
配
偶
者
は

当
該
対
象
居
住
者
の
提
出
し
た
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
に
源
泉
控
除

対
象
配
偶
者
で
あ
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
、
第
二
項
第
一
号
及

び
第
二
号
並
び
に
前
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

５ 

給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
を
提
出
し
た
居
住
者
で
、
当
該
申
告
書
に
そ

の
者
が
障
害
者
、
寡
婦
、
寡
夫
又
は
勤
労
学
生
に
該
当
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の

（
当
該
勤
労
学
生
が
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る

者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
告
書
に
勤
労
学
生
に
該
当
す
る
旨
の
記
載
が
あ

る
ほ
か
、
同
法
第
百
九
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
あ
っ

た
も
の
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
一
に
該
当
す
る
ご
と
に
控
除
対
象
扶
養
親

族
が
一
人
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
、
当
該
申
告
書
に
同
一
生
計
配
偶
者

又
は
扶
養
親
族
の
う
ち
に
障
害
者
又
は
同
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
同

居
特
別
障
害
者
（
当
該
障
害
者
又
は
同
居
特
別
障
害
者
が
同
法
第
百
九
十
四
条
第
四

項
に
規
定
す
る
国
外
居
住
親
族
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出

又
は
提
示
が
さ
れ
た
障
害
者
又
は
同
居
特
別
障
害
者
に
限
る
。
）
が
あ
る
旨
の
記
載

が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
一
に
該
当
す
る
ご
と
に
控
除
対
象
扶
養

親
族
が
他
に
一
人
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
第
二
項
第
一
号
並
び
に

第
三
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
を
適
用
す
る
。 
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〔
施
行 

令
和
七
年
一
月
一
日
〕 

１ 
現
行
条
文
に
同
じ 

２ 

現
行
条
文
に
同
じ 

 

一 

現
行
条
文
に
同
じ 

 

二 

所
得
税
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
給
与
等 

次
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
の
給
与
等
の
金
額
（
ロ
、
ハ
、
ニ
又
は
ヘ
に
掲
げ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
金
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
金
額
、
当
該
金
額
の

三
倍
に
相
当
す
る
金
額
、
給
与
等
の
月
割
額
又
は
給
与
等
の
日
割
額
）
、
従
た
る

給
与
に
つ
い
て
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
の
提
出
の
有
無
並
び
に
当
該
申
告
書
に

記
載
さ
れ
た
同
法
第
百
九
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
源
泉
控
除
対
象

配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
当
該
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
控
除
対
象

扶
養
親
族
が
同
条
第
五
項
の
記
載
が
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定

す
る
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
さ
れ
た
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
控
除
対
象

扶
養
親
族
に
限
る
。
）
の
数
に
応
ず
る
次
に
定
め
る
税
額 

 
 

イ
～
ヘ 

現
行
条
文
に
同
じ 

 

三 

現
行
条
文
に
同
じ 

３
・
４ 

現
行
条
文
に
同
じ 

５ 

給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
を
提
出
し
た
居
住
者
で
、
当
該
申
告
書
に
そ
の

者
が
障
害
者
、
寡
婦
、
ひ
と
り
親
又
は
勤
労
学
生
に
該
当
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の

（
当
該
勤
労
学
生
が
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
告
書
に
勤
労
学
生
に
該
当
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
ほ
か
、

同
法
第
百
九
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
あ
っ
た
も
の
）
で

あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
一
に
該
当
す
る
ご
と
に
控
除
対
象
扶
養
親
族
が
一
人
あ
る

と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
、
当
該
申
告
書
に
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
の

う
ち
に
障
害
者
又
は
同
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
同
居
特
別
障
害
者
（
当
該

障
害
者
又
は
同
居
特
別
障
害
者
が
同
法
第
百
九
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
外
居
住

親
族
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
さ
れ
た
障
害
者

又
は
同
居
特
別
障
害
者
に
限
る
。
）
が
あ
る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
一
に
該
当
す
る
ご
と
に
控
除
対
象
扶
養
親
族
が
他
に
一
人
あ
る
と
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
、
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
の
規

定
を
適
用
す
る
。 
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3. 

〔施行 令和７年１月１日〕 

別表第一 令和２年１月１日以後の給与所得の源泉徴収税額表（月額表）（法第二十九条関係） 
表㈠～㈦ 現行に同じ 
（注） 現行に同じ 
 ㈠・㈡ 現行に同じ 
（備考） 税額の求め方は、次のとおりである。 
㈠ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、 
⑴ 現行に同じ
⑵ 当該申告書により申告された扶養親族等(所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載
がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が同法第百九十四条
第五項に規定する国外居住親族（⑷において「国外居住親族」という。）である場合には同項に規定する
書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この㈠において同じ。）の数が 7人以下である場合
には、⑴により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を
求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載さ
れている金額が、その求める税額である。

⑶ 現行に同じ
⑷ ⑵及び⑶の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当す
る旨の記載があるとき（当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当す
るときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第四項に規定する
書類の提出又は提示があったとき）は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに 1 人を加算した
数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同法第八十五条第二
項に規定する同居特別障害者（当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同法第
百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。）が
ある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに 1 人を加算した数を、それ
ぞれ⑵及び⑶の扶養親族等の数とする。

㈡ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者（従たる給与についての扶養控除等申告書の提出が
あった居住者を含む。）については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控
除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与
等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額（従たる給与に
ついての扶養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等（所得税法
第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除
くものとし、当該扶養親族等が同法第百九十五条第五項の記載がされた者である場合には同項に規定する
書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。）の数に応じ、その申告された扶養親族等 1 人ごとに
1,610 円を控除した金額）が、その求める税額である。 

別表第二 令和２年１月１日以後の給与所得の源泉徴収税額表（日額表）（法第二十九条関係） 
表㈠～㈦ 現行に同じ 
（注） 現行に同じ 
 ㈠・㈡ 現行に同じ 
（備考） 税額の求め方は、次のとおりである。 
㈠ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、 
⑴ 現行に同じ
⑵ 当該申告書により申告された扶養親族等（所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載
がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が同法第百九十四条
第五項に規定する国外居住親族（⑷において「国外居住親族」という。）である場合には同項に規定する
書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この㈠において同じ。）の数が 7人以下である場合
には、⑴により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を
求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載さ
れている金額が、その求める税額である。

⑶ 現行に同じ
⑷ ⑵及び⑶の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当す
る旨の記載があるとき（当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当す
るときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第四項に規定する
書類の提出又は提示があったとき）は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに 1人を加算した
数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同法第八十五条第二
項に規定する同居特別障害者（当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同法第
百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。）が
ある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに 1人を加算した数を、それ
ぞれ⑵及び⑶の扶養親族等の数とする。

㈡ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者（従たる給与についての扶養控除等申告書の提出が
あった居住者を含む。）については、 
⑴ ⑵に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除され
る社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の
金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額（従たる給与につ
いての扶養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等（所得税法
第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除
くものとし、当該扶養親族等が同法第百九十五条第五項の記載がされた者である場合には同項に規定す
る書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。）の数に応じ、その申告された扶養親族等 1人ごとに
50 円を控除した金額）が、その求める税額である。

⑵ 現行に同じ
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別表第三 令和２年１月１日以後の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表（法第二十九条関係） 
 表 現行に同じ 
 （注） 現行に同じ 
  ㈠・㈡ 現行に同じ 
 （備考） 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。 
  ㈠ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、㈣に該当する場合を除き、 

⑴ 現行に同じ 
⑵ 次に、当該申告書により申告された扶養親族等（所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書
に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が同法第百九
十四条第五項に規定する国外居住親族（㈡において「国外居住親族」という。）である場合には同項に
規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。㈡において同じ。）の数と⑴により求めた金
額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。 

⑶ 現行に同じ 
  ㈡ ㈠の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学

生に該当する旨の記載があるとき（当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者
に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第四項に規
定する書類の提出又は提示があったとき）は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに 1人を加算
した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同法第八十五条第
二項に規定する同居特別障害者（当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同法第
百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。）があ
る旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに 1人を加算した数を、それぞれ
扶養親族等の数とする。 

  ㈢～㈤ 現行に同じ 
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